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子ども手当について 

 

１ 子ども手当の趣旨及び受給者の責務 

  次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的としています。 

  受給者は、この趣旨にかんがみ、子ども手当をその趣旨に従って用いなけれ

ばならないこととされています。 

 

２ 支給対象者及び手当月額 

  養育者が日本国内に住所（外国人登録を含む）を有し、中学校修了前までの

子どもを養育していること。子ども一人につき月額１３，０００円 

  ※公務員は、勤務先から支給されます。 

 

３ 子ども手当の支給日及び件数等（公務員は除きます。） 

  支 給 日  ６月１５日（４・５月分） 

  支給件数  約４８，０００件……①＋②＋③ 

  対象児童  約７７，０００人 

  支給方法  指定された口座に振り込み 

支給総額  約２０億円 

※６月の支給に漏れた方は、７月１５日、８月１３日、９月１５日に支給 

 

４ 支給件数の内訳（平成２２年５月２４日現在） 

① 児童手当受給者で子ども手当に移行する方  約４１，０００件 

   （中学１年生以下が該当で認定請求は不要。４月１３日に認定通知を送付。） 

② 対象年齢拡大及び所得制限撤廃により請求・認定された方 

約６，２００件 

   （子ども手当該当の受給者に、４月３０日付けで認定請求書を送付。） 

③ 転入及び出生等により請求・認定した方      約８００件 

 

５ 今後の支給予定 

  平成２２年１０月１５日（６月～９月分） 

 平成２３年 ２月１５日（10 月～１月分） 

 平成２３年 ６月１５日（２月～３月分） 

 

６ その他 

  ・外国人の海外別居監護で新規認定は、現在ありません。 
お問い合わせ先 
相模原市健康福祉局こども育成部 
こども青少年課 母子・手当班 
電話 ０４２－７６９－８２３２ 


